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年
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質
問
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一
六
） 

答

弁

第

一

六

号 

   

衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
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二
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一
六
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昭
和
四
十
九
年
三
月
二
十
六
日 

衆

議

院

議

長 
前 
尾 
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三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

田 
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一 

 

榮 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
小
沢
貞
孝
君
提
出
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

固
定
資
産
税
に
お
け
る
非
課
税
措
置
は
、
個
々
の
固
定
資
産
の
性
格
用
途
等
に
着
目
し
て
、
非
課
税
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
公
益
の
増
進
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
検
討
を
加
え
た

う
え
、
必
要
や
む
を
得
な
い
も
の
に
対
し
て
の
み
こ
れ
を
講
ず
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
に
つ
い
て 

は
、
地
方
公
共
団
体
の
相
互
非
課
税
の
原
則
に
基
づ
き
課
税
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
農
業
協
同
組

合
法
に
よ
る
組
合
等
並
び
に
専
ら
公
共
の
た
め
に
有
線
放
送
又
は
有
線
放
送
電
話
の
業
務
を
行
う
民
法
第
三
十

四
条
の
法
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
者
が
所
有
し
、
か
つ
、
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
業
務
の
運
用
の
規
正
に
関
す

る
法
律
第
二
条
に
規
定
す
る
有
線
ラ
ジ
オ
放
送
の
業
務
又
は
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
有
線
放
送
電
話
業
務
の
用
に
供
す
る
償
却
資
産
で
、
受
信
装
置
、
放
送
装
置
、
中
継
装
置
、
通
話
装 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

2 

災
害
積
立
金
に
つ
い
て
は
、
予
測
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
偶
発
損
失
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
利
益
留
保
性
の
強
い
積
立
金
は
、
税
制
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
従
つ
て
、
有
線
放
送
電
話
設
備

に
つ
い
て
災
害
積
立
金
制
度
を
設
け
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

1 

特
別
修
繕
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
周
期
的
に
大
規
模
な
修
繕
を
要
し
、
か
つ
、
そ
の
周
期
が
相
当
の
期
間

に
わ
た
る
と
認
め
ら
れ
る
船
舶
等
に
つ
い
て
、
周
期
的
に
発
生
す
る
多
額
の
修
繕
費
を
あ
ら
か
じ
め
引
き
当

て
る
た
め
認
め
ら
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
が
、
周
期
的
に
大
規
模
な
修
繕
を
行
う
と
い
つ
た
必
然
性
の
少
な

い
有
線
放
送
電
話
設
備
を
特
別
修
繕
引
当
金
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

置
、
交
換
装
置
、
電
源
装
置
、
保
安
装
置
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
装
置
並
び
に
線
路
並
び
に
電
柱
に
つ
い
て

既
に
非
課
税
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

四 

 



四
に
つ
い
て 

接
続
回
線
使
用
料
加
算
額
の
廃
止
並
び
に
接
続
通
話
手
数
料
及
び
電
報
取
扱
手
数
料
の
支
払
に
つ
い
て
は
、

公
衆
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
全
般
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
そ
の
適
否
を
慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
ま 

た
、
電
電
公
社
回
線
と
の
接
続
対
地
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
近
年
農
山
漁
村
地
域
に
対
す
る
電
電
公
社
の
電
話

の
普
及
も
急
速
に
進
ん
で
き
て
い
る
現
状
等
も
勘
案
し
つ
つ
、
総
合
的
見
地
か
ら
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
る 

こ
の
業
務
区
域
の
範
囲
も
含
め
、
同
地
域
に
お
け
る
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四

十
八
年
六
月
郵
政
省
に
設
置
さ
れ
た
「
地
域
通
信
調
査
会
」
に
お
い
て
総
合
的
に
調
査
、
審
議
中
で
あ
る
の
で
、

そ
の
結
論
を
ま
つ
て
対
処
し
た
い
。 

有
線
放
送
電
話
の
業
務
区
域
に
つ
い
て
は
、
有
線
放
送
電
話
に
関
す
る
法
律
に
よ
つ
て
、
一
の
市
町
村
の
範

囲
を
超
え
る
場
合
で
も
相
互
の
住
民
が
社
会
的
、
経
済
的
に
緊
密
な
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
隣
接
市
町
村
の
一

部
を
業
務
区
域
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

五 

 



五
に
つ
い
て 

農
業
近
代
化
資
金
に
つ
い
て
は
、
昨
年
法
改
正
を
行
い
、
貸
付
限
度
を
五
倍
に
引
き
上
げ
る
等
の
積
極
的
な

改
善
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
資
金
需
要
に
十
分
応
じ
ら
れ
る
融
資
わ
く
を
確
保
し
て
お
り
、
総
需
要
抑
制

策
の
一
環
と
し
て
高
金
利
政
策
が
採
ら
れ
て
い
る
中
に
あ
つ
て
そ
の
貸
出
金
利
を
低
利
と
す
る
よ
う
鋭
意
努
め

て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

の
で
、
「
地
域
通
信
調
査
会
」
の
結
論
を
ま
つ
て
対
処
し
た
い
。 

有
線
放
送
電
話
施
設
の
整
備
に
要
す
る
市
町
村
の
地
方
債
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
の
財
政
事
情
を
勘
案 

し
、
一
般
事
業
債
、
辺
地
及
び
過
疎
対
策
事
業
債
に
よ
り
事
業
が
円
滑
に
執
行
さ
れ
る
よ
う
対
処
し
て
い
き
た 

農
山
漁
村
に
お
い
て
、
農
林
漁
業
団
体
が
経
営
す
る
有
線
放
送
電
話
施
設
は
、
農
林
漁
業
経
営
の
近
代
化
、

流
通
の
合
理
化
、
生
活
の
改
善
等
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
当
該
施
設
の
新
設
、
改
修
等
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
、
農
業
近
代
化
資
金
等
を
融
通
す
る
な
ど
そ
の
施
設
の
普
及
改
善
に
努
力
し
て
い
る
。 

六 

 



 

七 

い
。 ま

た
、
振
興
山
村
に
お
い
て
は
、
振
興
山
村
農
林
漁
業
特
別
開
発
事
業
及
び
山
村
地
域
農
林
漁
業
特
別
対
策

事
業
に
よ
り
当
該
施
設
の
新
設
（
技
術
革
新
に
伴
う
機
能
増
強
の
た
め
の
施
設
の
改
良
を
含
む
。
）
を
補
助
対
象

と
し
そ
の
整
備
を
図
つ
て
い
る
。 

以
上
の
ほ
か
、
有
線
放
送
電
話
が
農
山
漁
村
地
域
に
お
け
る
通
信
連
絡
手
段
と
し
て
同
地
域
の
要
求
に
合
致

す
る
か
ぎ
り
健
全
な
育
成
を
図
る
よ
う
努
力
し
て
い
き
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




